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用   語  意      義  

緊 急 対 処 保 護 措 置 

緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方 

公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が国民保護法第 183 条において 

準用する国民保護法の規定に基づいて実施する事態対処法第 22 条第３項第２号に掲げ 

る措置（緊急対処事態対処方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実 

施する被害の復旧に関する措置を含む。）その他これらの者が当該措置に関し国民の 

保護のための措置に準じて法律の規定に基づいて実施する措置をいう。 

（国民保護法第 172 条第１項）  

現 地 調 整 所 

現場における連携した対応を可能とするために、現場に到着した関係機関が、各々の

付与された権限の範囲内において相互に情報の共有や活動内容の調整をする組織をい

う。 
  

要 避 難 地 域 
住民の避難が必要な地域をいう。                      

（国民保護法第 52 条第２項第１号） 

避 難 先 地 域 
住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む)をいう。     

（国民保護法第 52 条第２項第２号）  

緊 急 物 資 

避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民保護措置の実施にあたって必要な 

物資及び資材をいう。                              

（国民保護法第 79 条第１項）  

特 定 物 資 

救援の実施に必要な物資（医薬品、食品、寝具その他国民保護法施行令で定める物資

に限る。）であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱う

ものをいう。 

（国民保護法第 81 条第１項）  

生 活 関 連 等 施 設 

次のいずれかに該当する施設で、国民保護法施行令で定めるものをいう。 

・国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障

を及ぼすおそれがあると認められるもの 

・その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると

認められる施設 

（国民保護法第 102条第１項） 

危 険 物 質 等 

引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、

身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質（生物を含む。）で、国民保護法 

施行令で定めるものをいう。 

（国民保護法第 103条第１項）  

防 災 行 政 無 線 

・都道府県防災行政無線 

都道府県、市町村等との間での地域防災計画に基づく災害情報の収集・伝達を行う 

ために整備されている無線通信網 

・市町村防災行政無線 

災害が発生した場合、市町村が災害情報の収集を行うほか、地域住民に対して直接 

情報伝達を行うことを目的として設置される無線通信網をいい「同報系無線」及び 

「移動系無線」からなる。 

同 報 系 無 線 
市町村庁舎と屋外拡声器や家庭内の戸別受信機を結び、市町村役場から地域住民への 

災害情報の伝達に活用する無線通信網のことをいう。 

緊急情報ネットワーク 

システム（エムネット） 

総合行政ネットワーク（LGWAN）を利用して、国と地方公共団体間で緊急情報の通信 

（双方向）を行うシステム 

全国瞬時警報システム 

（Ｊアラート） 

弾道ミサイル情報、特別警報、大津波警報、緊急地震速報等、対処に時間的余裕の

ない事態に関する情報を、人工衛星を用いて国から送信し、同報系無線等を自動起動

することにより、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステム 
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